千葉市市民緑地設置管理計画認定実施要綱

（趣旨）
[bookmark: _GoBack]第１条　この要綱は、民間団体や市民による緑のオープンスペース創出の取組を推進し、良好な都市環境を維持するため、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号。以下「法」という。）第６０条第１項及び第６１条第１項に規定する市民緑地設置管理計画（以下「計画」という。）の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

（認定の申請）
第２条　法第６０条第１項の規定により計画の認定を申請しようとする者は、市民緑地設置管理計画認定申請書（様式第１号）に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
（１）市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面
（２）付近見取図
（３）配置図
（４）市民緑地を設置する土地等の区域の求積図
（５）計画立・断面図
（６）施設詳細図
（７）緑化施設の面積の算出根拠を示す書類
（８）その他市長が必要と認める書類

（計画の認定）
第３条　市長は、前条の申請があり、法第６１条第１項に規定する基準に適合すると認めるときは、市民緑地設置管理計画（変更）認定書（様式第２号）により認定を行うものとする。

（計画の変更）
第４条　法第６１条第１項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、法第６２条第１項に規定する計画の変更の認定を受けようとするときは、市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書（様式第３号）を市長に提出するものとする。
２　前条の規定は、前項の計画の変更の認定について準用する。

（市民緑地であることの明示）
第５条　認定事業者は、標識の設置等により、区域内に市民緑地である旨を明示するものとする。

（市民緑地の設置及び管理の状況の報告）
第６条　認定事業者は、市民緑地の設置については市民緑地設置後速やかに、管理については毎事業年度終了後速やかに、市民緑地設置管理状況報告書（様式第４号）を市長へ提出し、報告を行うものとする。

（改善命令等）
第７条　市長は、法第６４条に規定する改善を命ずるときは、市民緑地設置管理改善命令書（様式第５号）により行うものとする。
２　認定事業者は、前項の命令に基づき必要な措置をとったときは、その内容を市民緑地設置管理改善報告書（様式第６号）により速やかに市長に報告するものとする。

（認定の取消し）
第８条　市長は、法第６５条の規定により計画の認定を取り消すときは、市民緑地設置管理計画認定取消書（様式第７号）により行うものとする。

　　　附　則
　この要綱は、平成　　年　　月　　日から施行する。
